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▼
申
請
受
付　

３
月
27
日（
金
）か
ら

▼
利
用
開
始　

４
月
１
日（
水
）か
ら

▼
申
請
場
所　

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者

　

町
内
在
住（
施
設
入
所
者
は
除
く
）

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
自
動

車
税
の
減
免
や
介
護
タ
ク
シ
ー
利
用

助
成
制
度
を
受
け
て
い
な
い
方

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級（
上

肢
・
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
・
内
部

障
が
い
者
）を
お
持
ち
の
方

○
療
育
手
帳（
Ａ
１
・
Ａ
２
）を
お
持

ち
の
方
、
ま
た
は
知
能
指
数
35
以

下
と
判
断
さ
れ
た
方

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

を
お
持
ち
の
方

○
特
定
疾
患
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

※
じ
ん
臓
機
能
障
が
い
１
級（
人
工

透
析
対
象
者
）の
方
に
は
最
大
72

枚
、
そ
れ
以
外
の
方
に
は
最
大
48

枚
発
行
し
ま
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
身
体
障
害
者
手
帳

○
療
育
手
帳

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

○
特
定
疾
患
医
療
証

○
印
鑑（
印
鑑
を
お
忘
れ
の
場
合
は

発
行
で
き
ま
せ
ん
）

問　

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎（
73
）４
５
３
０

障
害
者
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券

申
請
の
受
付

　

平
成
27
年
度
の
在
宅
障
害
者
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
の
申
請
を
開
始

し
ま
す
。

　

供
用
が
開
始（
下
水
道
が
使
用
で

き
る
）さ
れ
る
区
域
内
の
土
地
所
有

者
の
皆
さ
ん
に
は
、「
下
水
道
事
業
受

益
者
申
告
書
」を
４
月
に
送
付
し
ま

す
。

受
益
者
負
担
金
制
度
と
は

　

公
共
下
水
道
施
設
を
整
備
す
る
た

め
に
は
多
く
の
建
設
費
用
が
必
要
で

す
。
そ
の
費
用
は
国
の
補
助
金
、
借

入
金
並
び
に
町
税
の
ほ
か
、
皆
さ
ん

に
負
担
し
て
い
た
だ
く
受
益
者
負
担

金（
以
下
「
負
担
金
」）に
よ
っ
て
ま

か
な
わ
れ
ま
す
。

　

整
備
区
域
内
の
す
べ
て
の
土
地
が

対
象
と
な
り
、
そ
の
土
地
の
所
有
者

ま
た
は
権
利
者
が
受
益
者
で
す
。

負
担
金
の
額
は
？

　

対
象
区
域
内
に
所
有
す
る
土
地
ま

た
は
権
利
の
あ
る
土
地
の
面
積
に
単

位
負
担
金
額（
１
平
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
３
７
７
円
）を
乗
じ
て
算
出
し

た
金
額
で
す
。

　

な
お
、
負
担
金
は
土
地
に
対
し
て

「
一
回
限
り
」の
負
担
で
す
。

負
担
金
の
納
付
方
法
は
？

　

一
括
納
付
を
推
奨
し
て
い
ま
す
！

　

算
出
し
た
金
額
を
３
年
に
分
割
し
、

さ
ら
に
１
年
を
４
回
の
納
期
に
分
け

て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
一
括
で
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。
一
括
納
付
の
場

合
は
、
当
該
年
度
の
最
初
の
納
期
内

の
納
付
に
限
り
、
納
付
さ
れ
る
年
数
、

金
額
に
応
じ
て
一
括
納
付
報
奨
金
が

交
付
さ
れ
ま
す
。（
実
際
は
、
報
奨
金

相
当
額
を
差
し
引
い
た
金
額
で
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

負
担
金
の
減
免
な
ど

　

負
担
金
は
、
土
地
の
用
途
に
よ
り

減
免
に
な
る
こ
と
や
、
土
地
の
状
況

や
受
益
者
の
事
情
に
よ
り
、
徴
収
を

猶
予
す
る
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
土
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
、

受
益
者
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、

届
出
が
必
要
で
す
。

住
民
説
明
会
を
開
催

　

大
磯
、
東
小
磯
、
西
小
磯
、
国
府

本
郷
、
国
府
新
宿
、
生
沢
、
月
京
、

石
神
台
地
区
の
一
部
の
区
域
内
の
方

を
対
象
に
、
供
用
開
始
に
伴
う
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

開
催
日
時
等
は
、
地
区
の
回
覧
や

区
域
内
に
土
地
を
所
有
さ
れ
て
い
る

方
に
対
し
通
知
し
ま
す
。

問

下
水
道
課

　

☎
内
線
２
１
４
・
２
２
４

公
共
下
水
道
を
使
え
る
地
域
が
拡
大

受
益
者
負
担
金
制
度
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

　

大
磯
、
東
小
磯
、
西
小
磯
、
国
府
本
郷
、
国
府
新
宿
、
生
沢
、
月
京
、
石
神

台
地
区
の
一
部
の
区
域
で
、５
月
か
ら
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　町に住民登録のある方が死亡し、他市町村の火葬場を
利用した場合、その火葬料の補助を行なっています。
　変更後の助成額は次のとおりです。

問　町民課　☎内線 272

期　　　　間
補助金の額
（上限額）

平成27年３月31日まで 80,000円

平成27年４月１日～平成28年３月31日 65,000円

平成28年４月１日以降 50,000円

※「期間」は火葬料を支出した日となります。

　日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい
児者に対し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

・障害児福祉手当（20歳未満）　14,140円（月額）
・特別障害者手当（20歳以上）　26,000円（月額）

※手当額は平成26年度の金額です。

問　障害福祉センター　☎（73）4530
　　平塚保健福祉事務所生活福祉課　☎（32）0130

障害児福祉手当・
　　　特別障害者手当支給


